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１．目的

地方公共団体が設置する公の施設について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」

という。）第 244 条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体（以下「法人等」という。）を指

定管理者に指定し、施設の管理を行わせることを指定管理者制度といいます。

日向市（以下「本市」という。）では、日向市都市公園条例（昭和 52 年日向市条例第 1号。以下

「都市公園条例」という。）に基づき設置されたお倉ケ浜総合公園（以下「総合公園」という。）及

び大王谷運動公園（以下「運動公園」という。）の管理運営の業務等（以下「業務等」という。）を

効果的かつ効率的に行うため指定管理者制度を適用することとし、本募集要項のとおり指定管理

者を募集します。

２．施設の概要

（１）施設の名称 お倉ケ浜総合公園

（２）所在地 日向市大字財光寺 1942 番地

（３）敷地面積 226,000 ㎡

（４）開所日 昭和 54 年９月１日

（５）設置目的
都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達

を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（６）主な施設内容

①野球場

面積：16,050 ㎡ スタンド収容人員：1,100 人

芝生席収容人員：3,900 人

投球練習場（７人立ち）、本部室、会議室、放送室、ロッカー室

②運動広場

面積：19,240 ㎡ スタンド収容人員：1,200 人

芝生席収容人員：1,600 人

ソフトボール：２面、夜間照明設備：２面８基、事務室、放送席

③第１多目的広場

面積：12,600 ㎡ 芝生席収容人員：5,000 人

サッカー、ラグビー：１面

④第２多目的広場

面積：15,800 ㎡

ソフトボール、サッカー、ラグビー：１面

⑤庭球場

面積：5,107 ㎡

オムニコート６面

⑥遊戯施設

面積：5,000 ㎡
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遊具：ギッコン丸太、モンキーブリッジ・ひむか丸、ザイルクライミング、

コンビネーション遊具

⑦屋内運動施設（サンドーム日向）

面積：１階 4,228 ㎡（アリーナ 3,624 ㎡）

事務室、男女更衣室、男女トイレ、倉庫

２階 581.60 ㎡

トレーニング室、会議室、ギャラリー

※別添の「日向市お倉ヶ浜総合公園平面図」及び「日向市お倉ヶ浜総合公園

屋内運動場平面図」参照

（７）施設の現状

総合公園として、スポーツ愛好者が野球、ソフトボール、サッカー、ラグビ

ー、テニス等、また室内運動場ではミニバレー、フットサル、レクリエーシ

ョン等に利用している。

（８）施設の運営状況の

概要

※別添「令和４年度～令和６年度お倉ケ浜総合公園・大王谷運動公園運営

状況」参照

（９）施設の使用時間
①屋内運動場以外の施設 午前６時から午後 10 時まで

②屋内運動場 午前８時 30分から午後９時 30 分まで

（10）施設の休館日等 12 月 29 日から翌年１月３日まで。

（１）施設の名称 大王谷運動公園

（２）所在地 日向市大字日知屋 12106 番地

（３）敷地面積 525,000 ㎡（体育施設面積では 145,000 ㎡）

（４）開所日

①日向市総合体育館（以下「総合体育館」という。）以外の施設 昭和 54年

９月１日

②総合体育館 令和８年 10月 1日(予定）

（５）設置目的
都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を

図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（６）主な施設内容

①野球場

面積：17,000 ㎡ スタンド収容人員：500 人

芝生席収容人員：5,000 人

事務室、放送席、審判室、医務室、会議室、更衣室、シャワー室、

トイレ

②陸上競技場

面積：19,000 ㎡ ８コース 400ｍトラック

スタンド収容人員：400 人

芝生席収容人員：5,800 人
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３．指定の期間

指定管理者の指定の期間は、令和８年 10 月１日から令和 13年３月 31 日（４年６カ月）までと

事務室、放送席、審判室、医務室、会議室、更衣室、シャワー室、

トイレ

③弓道場

面積：822.5 ㎡ 射場：146.5 ㎡ 的場：52.5 ㎡

６人立

④日向市総合体育館（以下「総合体育館」という。）

面積 １階：4,104 ㎡、２階：2,538 ㎡

ⅰ アリーナ （面積：1943 ㎡） 観客席収容人員：500 人

バスケットボール ２面

バレーボール ３面

バドミントン 10面

ⅱ 武道場 （面積：640 ㎡）

柔道・剣道 各１面

ⅲ 多目的室 （面積：131 ㎡）

ⅳ トレーニング室 （面積：137 ㎡）

ⅴ 会議室・控室

ⅵ 大会事務室・放送室

ⅶ 事務室、救護室、更衣室、シャワー室、交流室、キッズルーム、

トイレ、器具庫、備蓄倉庫、倉庫

※別添の「日向市大王谷運動公園平面図」及び「日向市総合体育館平面図」

参照

（７）施設の現状

運動公園として、スポーツ愛好者が屋外施設は、野球、陸上競技、サッカー

などに、また、総合体育館は、バスケットボールやバレーボール、バドミン

トン、柔道、剣道などの利用を予定している。

なお、総合体育館については、大規模災害発生時において、中長期の避難所

開設が予定されている。

（８）施設の運営状況の概

要

※別添「令和４年度～令和６年度お倉ケ浜総合公園・大王谷運動公園運営状

況」及び「令和４年度～令和６年度体育センター・武道館運営状況」参照

（９）施設の使用時間
①総合体育館以外の施設 午前６時から午後 10 時まで

②総合体育館 午前９時から午後 10時まで

（10）施設の休館日等
①総合体育館を除く施設 12 月 29 日から翌年１月３日まで

②総合体育館 毎月第３火曜日及び 12 月 29 日から翌年１月３日まで
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します。

ただし、施設の規模や機能等に大きな変更が生じる場合やその他特別の事情が生じる場合、指

定の取消しや指定期間の変更等を行うことがあります。

４．指定管理料の上限額

指定期間における指定管理料の上限額は、令和８年度が 63,370 千円、令和９年度から令和 12

年までの各年度が 120,800 千円の合計 546,570 千円（消費税及び地方消費税を含む。）とします。

なお、各年度の指定管理料は毎年度締結する年度協定の中で定めるものとし、初年度において

は、指定管理者から提案のあった金額を基に本市と指定管理者で協議の上、決定することとしま

す。２年目以降の各年度においては、業務等の内容が大きく変更となる場合を除き、前年度の指定

管理料を基本としますが、本市と指定管理者の協議により、各年度における業務等の内容や経済

情勢などを考慮した上で、決定することとします。

５．指定管理者の選定

（１）スケジュール（予定）

（２）申請手続きの流れ

①募集要項の配布（※市のホームページからもダウンロードできます。）

配布期間：10月６日（月）～11 月 14 日（金） 土日祝日を除く

配布場所：日向市役所 ３階 スポーツ振興課（案内番号 ８番）

配布時間：平日 午前８時 45 分～午後４時 30 分（正午から午後１時は除く）

②現地説明会

日 時：10月 30 日（木）午前 10 時から（２時間程度）

開催場所：総合公園、運動公園

募集要項の配布 令和７年 10 月６(月)～11 月 14 日(金)

現地説明会 〃 10 月 30 日(木)

質問の受付 〃 10 月６日(月)～10 月 23 日(木)

質問の回答 〃 10 月 29 日(水)までに随時

申請書類の受付期間 〃 10 月 30 日(木)～11 月 14 日(金)

書類審査、審査結果通知 〃 11 月中

面接審査、指定管理者候補者の選定 〃 12 月中旬～下旬

指定管理者候補者の決定 〃 12 月中旬～下旬

結果通知 〃 12 月下旬

仮基本協定の締結 令和８年 1月中旬～２月上旬

指定管理者の指定 〃 ３月議会

業務引継期間 〃 ６月～９月

年度協定の締結 〃 ９月中

管理運営業務の開始 〃 10 月１日
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※参加を希望される場合は、令和７年 10 月 27 日（月）までに、電子メールにより、スポ

ーツ振興課（電話番号等は第 16ページ参照）に「指定管理者募集に関する現地説明会

の参加申込書（指定様式第７号）」を記入の上、お申し込みください。その際、法人等

の名称、代表者及び参加予定者名を明示してください。

なお、現地説明会への参加人数は１団体３人以内とします。

総合体育館は、建設中のため現地視察の対象外となります。

③質問の受付・回答

受付期間：10月６日（月）～10 月 23 日（木）午後５時まで

※質問書（指定様式第８号）に記入の上、電子メールにてお問い合わせください

（電話や口頭による質問は受け付けません。）。

回答方法：質問者には 10 月 29 日（水）までに、電子メールにて回答します。また、質問及

びその回答は質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの

あるものと本市が認めたものを除き、市のホームページにて公表します。

（３）選定方法

市長は、申請があった法人等のうちから、指定管理者候補者（以下「候補者」という。）を

選定します。なお、候補者の選定は、厳正かつ公平を期するために本市が設置する指定管理者

候補者選定委員会において行います。

①審査方法

提出された書類により申請資格の有無を確認する「書類審査」と申請内容や事業計画の取

組内容などを直接聴く「面接審査」を実施します。指定管理者候補者選定委員会は 12月に実

施する予定です。面接審査の日程・場所などの詳細は、後日、申請資格を有すると判断した法

人等に連絡します。面接審査の当日に欠席又は事前に連絡なしに面接に遅れた場合は失格と

なります。審査の結果、適格者なしとする場合もあります。

②選定基準

候補者の選定は、次に掲げる選定基準に基づき行います。

③選定結果の公表

選定結果の公表は、面接審査を実施したすべての法人等に書面で通知するとともに、市の

評 価 基 準

１．市民の平等な利用の確保及びサービスの向

上が図られるか

市民の平等な利用の確保

利用者サービスの向上

２．施設の効用の最大限の発揮及び管理に係る

経費の縮減が図られるか

施設の効用の最大限の発揮

施設の管理に係る経費の縮減

３．安定した管理運営を行う物的能力及び人的

能力を有しているか

利用者への対応

危機管理及びコンプライアンス

継続的かつ安定的な施設の管理運営

経営基盤の安定

地域貢献、環境対策等



6

ホームページにおいて公表します。

（４）仮基本協定の締結

本市と候補者とは、細目について協議を行い、協議が整った場合、仮基本協定を締結しま

す。

（５）指定管理者の指定

指定管理者の指定は、法の規定により、候補者を総合公園及び運動公園の指定管理者とす

る旨の議案を令和８年３月に開催される予定の日向市議会定例会に上程し、その議決を経た

上で決定します。その後に指定管理者へ通知するとともに、日向市公告式条例（昭和 40 年日

向市条例第 17 号）の規定により告示します。

市議会の議決が得られなければ指定管理者として指定できません。この場合、本市は一切の

賠償責任を負いません。

なお、指定管理者に指定されるまでに、候補者が辞退した場合や協議が整わなかった場合な

どは、選定されなかった申請者の中から新たに候補者を選定する場合があります。

６．申請資格・方法

（１）申請資格等

①申請資格

総合公園、運動公園の指定管理者に申請することができる者は、次に掲げるすべての要件

を満たす法人等とします。個人での申請はできません。

ア 市長、副市長、法第 180 条の５第１項及び第３項の規定により本市に設置する委員会の

委員若しくは委員又は市議会議員が、業務執行社員、取締役、執行役、会計参与、監査役、

支配人又はこれらに準ずる者である団体でないこと。(本市が資本金、基本金その他これ

らに準ずるものの２分の１以上を出資している法人等を除く。)

イ 法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項各号の規定に該当しない者。

ウ 原則として日向市内に事業所（事務所）を有する、又は設置しようとする法人等であるこ

と。

エ 本市が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札におい

て、指名停止を受けていないこと。

オ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続の申立ての事実がある者にあ

っては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている

こと。

カ 法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固刑以上の刑に処せら

れている者がいないこと。

キ 法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に掲げる暴力団関係者又は暴力団関
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係者と密接な関係を有する者がいないこと。

ク 国税及び市税の滞納がないこと。（法人においては法人及び代表者。法人以外の団体に

おいてはその代表者。）

ケ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）における適格請求書の発行事業者で

あること。

②複数の法人等による申請

業務等を効果的かつ効率的に行うために必要な場合は、複数の法人等（以下「グループ」と

いう。）が共同して申請することができます。この場合において、それぞれの法人等が上記の

申請資格をすべて満たす必要があるほか、次の要件を満たすグループとします。

なお、グループで申請する場合は、代表する法人等、グループを構成する法人等の変更は原

則として認めません。

ア グループを構成する法人等を特定し、グループの名称及びグループ内で代表となる法人

等を定めること。

イ 単独で申請した法人等でないこと。

ウ 複数のグループにおいて、同時に構成する法人等として含まれていないこと。

（２）申請方法

総合公園及び運動公園の指定管理者に申請しようとする者は、次により指定申請書その他

の書類（以下「申請書類」という。）を市長に提出してください。

①申請書類の受付期間

令和７年 10月 30 日（木）から令和７年 11 月 14 日（金）まで

②申請書類の提出方法等

ア 申請書類は、ＥメールによりＰＤＦデータを送付の上、持参又は郵送により提出してくだ

さい。なお、郵送による提出にあっては、令和７年 11 月 14 日（金）必着とします。

イ 申請書類の提出先は、スポーツ振興課（Ｅメールアドレス、所在地等は、第 16 ページ

参照）です。

（３）申請書類

提出する申請書類、様式及び提出部数は下表のとおりです。番号順に並べて提出してくだ

さい。

番

号
書類名 様式

提出部数
備考

正本 副本

１ 指定申請書 様式第１号 １ 12

２
管理運営に係る収

支計画書
様式第２号 １ 12

・年度ごとに作成

・毎年度の収支見込みが同じであれ

ば１枚で可

３ 誓約書 様式第３号 １ ―
・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出
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４ 事業計画書 指定様式第４号 １ 12

・年度ごとに作成

・毎年度の自主事業計画書が同じで

あれば１枚で可

５
定款又は寄附行為

の写し
任意のもの １ ―

・法人以外の団体は会則その他これ

に類するものを提出

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

６ 登記事項証明書 任意のもの １ ―

・法人以外の団体は会則その他これ

に類するものを提出

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

７ 貸借対照表 任意のもの １ 12

・直近３事業年度分を提出

・法人以外の団体は決算書その他こ

れに類するものを提出

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

８ 損益計算書 任意のもの １ 12

・直近３事業年度分を提出

・法人以外の団体は決算書その他こ

れに類するものを提出

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

９
株主資本等変動計

算書
任意のもの １ 12

・直近３事業年度分を提出

・法人以外の団体は決算書その他こ

れに類するものを提出

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

10 役員等の名簿 指定様式第５号 １ ―
・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

11
グループ構成団体

一覧表
指定様式第６号 １ 12

・グループによる申請の場合以外は

不要

12

納税地の所轄税務

署が発行する納税

証明書（未納の税

額がないことの証

明）

所轄税務署発行

のもの

①法人：法人税、

消費税及び地方

消費税（その３

の３）

②代表者：申告

所得税、消費税

１ ―

・令和７年 10 月１日以降のもの

・法人は、法人及び代表者のもの

・法人以外の団体は、代表者のもの

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出
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（４）留意事項

①申請書類は原則として、日本産業規格Ａ４版とし、１部ごとにクリップで左綴じして提出して

ください（ホッチキスは使用しないこと）。

②Ｅメールで送付するＰＤＦデータは提出する正本をスキャニングしたものとします。

③副本には全てページ番号を付してください。（書類の種類ごとではなく通し番号とします。）

④管理運営に係る収支計画書は、物価・金利変動による増減の見込みを申請時点で的確に見込

むことは困難であることから、申請時点での物価・金利水準により作成してください。

⑤申請書類のほかに、必要に応じて追加資料の提出を依頼することがあります。

⑥申請者の名称（法人名など）、申請書類及び追加資料は、日向市情報公開条例（平成 12年日向

市条例第 46 号）に基づき、公開することがあります。

⑦申請書類及び追加資料は、返却しません。

⑧受付期間の終了後における申請書類及び追加資料の再提出又は差し替えは、原則として認め

ません。（軽微な修正を除きます。）

⑨申請書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、本市は、候補者の選定に係る公表をする

場合やその他本市が必要であると判断する場合、申請書類の内容を無償で使用できるものと

します。

⑩申請書類や追加資料の作成及び提出に要する費用は、すべて申請者の負担とします。

⑪本市が提供する資料等は、申請に係る検討以外の目的での使用又は第三者に開示することを

禁じます。

⑫申請後に辞退する場合は、選定委員会開催の前日までに辞退届（任意様式）を提出してくださ

い。

⑬申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。

７．指定管理者が行う業務等

（１）法令等の順守

指定管理者は、業務等の実施に当たって、次に掲げる法令等を順守しなければなりません。

①地方自治法及び同施行令

②労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令

③消防法、電気事業法、水道法その他施設・設備の維持管理、保守点検等に関する法令

及び地方消費税

（その３の２）

13 市税完納証明書 本市発行のもの １ ―

・法人は、法人及び代表者のもの

・法人以外の団体は、代表者のもの

・グループによる申請の場合は構成

する法人等ごとに提出

※法人又は代表者ともに納税地が

本市でない場合は提出不要
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④都市公園条例及び同施行規則（昭和 52 年日向市規則第 27号）

⑤日向市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例（平成 17 年日向市条例第 19 号。

以下「指定手続条例」という。）及び同施行規則（平成 17 年日向市規則第 16 号）

⑥その他業務等に適用される法令等

（２）業務等の範囲

指定管理者は、次に掲げる業務等を行わなければなりません。（詳細は別添の仕様書を参照

ください。）

①総合公園及び運動公園の有料公園施設の使用の許可や使用許可の取消し等に関すること。

②総合公園及び運動公園の施設、設備及び器具（以下「施設等」という。）の維持管理に関する

こと。

③総合公園及び運動公園の利用の促進に関すること。

④災害発生時の対応に関すること。

運動公園の野球場及び陸上競技場については、日向市地域防災計画において指定緊急避難

場所として指定されていることから、災害等発生時の市民の避難に配意しなければならない。

また、総合体育館については、同様に指定避難所に指定される予定であることから、災害等

により避難所を開設する必要が生じたときは、その開設準備及び運営に協力しなければなら

ない。

⑤その他業務等のうち、市長権限に属する事務を除くもの。

（３）業務等の基準

指定管理者は、次のとおり業務等を適切に実施しなければなりません。

①基本方針

指定管理者は、業務等の実施に当たって、市民が広く使用する公の施設としての性格を十

分認識し、使用者にとって快適な環境づくり及び利用促進を目指すとともに、全国レベルの

競技大会等の利用に対応可能な受入・実施体制や、プロ・実業団等のスポーツキャンプ等の受

け入れを考慮した円滑な運営と施設等の日常又は定期的な保守業務及び点検業務を行うこと

により最良の状態を維持し、使用者の安全確保に努めなければなりません。

また、利用促進を図るため、設置目的に適合した魅力のある自主事業の企画及び実施に努

めるものとします。

②基本的事項

ア 総合公園及び運動公園の使用時間及び休館日等は、原則として日向市都市公園条例及び

日向市体育館条例の一部を改正する条例（令和７年日向市条例第 39 号）にて改正後の都

市公園条例（以下「改正都市公園条例」という。）第 12条及び別表第２に規定するところ

によります。

ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合、市長の承認を得て、変更すること

ができます。

なお、使用時間や休館日等の変更について提案がある場合は、事業計画書（指定様式第４
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号）［施設の現状に対する認識及び今後のあり方］の欄に記入してください。

イ 施設等の使用許可を公平かつ公正に行わなければなりません。

ウ 使用者が、改正都市公園条例第 15 条に規定する条項のいずれかに該当する場合は、使用

の許可を取り消し、行為を中止させ、又は退去を命ずることができます。

エ 天災その他の事情により施設等の使用が危険であると認める場合は、その使用を禁止し、

又は制限しなければなりません。

オ 利用料金は、改正都市公園条例別表第２に規定する金額の範囲内において、あらかじめ市

長の承認を受けて定め、施設等の利用者から徴収しなければなりません。なお、徴収した

利用料金は、指定管理者が収受することとします。

カ 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除や還

付することができます。

キ 指定管理者は、日向市情報公開条例の趣旨に基づき、業務等の実施に関して保有する情報

の開示及び提供に努めなければなりません。

ク 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 66 条第２項

第２号の規定に基づき、業務等の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

ケ 指定管理者は、施設の利用拡大等を図るために、自主事業の実施に努めるものとします。

なお、自主事業を実施する場合は、あらかじめ本市と協議し、施設の使用許可（設置目的

内）又は目的外使用許可（設置目的外）を受け、使用料等を支払うものとします。

自主事業に要する経費は、本市が負担する施設の管理運営に関する経費には含まれませ

ん。よって自主事業の収入は指定管理者が収受することになります。

（４）業務等の実施体制に関する事項

①指定管理者は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に規定する甲種防火管理者や乙種第４類危

険物取扱者など、法令等により本施設の管理に必要とされる資格を有する人員をはじめ業務

等に従事させる従業員（以下「従業員」という。）の雇用のほか、業務等の実施に必要な体制

を整備しなければなりません。

また、スポーツ施設管理士等の資格を有する者など体育施設管理について、専門知識及び経

験のある者の配置に努めるものとします。

②指定管理者は、業務等を開始する前までに従業員名簿を提出するものとします。また、従業員

の異動が生じた場合は、速やかに提出するものとします。

③指定管理者は、従業員に対して業務等の実施に必要な研修を行わなければなりません。特に、

防災・防犯対策など、利用者の安全確保については、十分に従業員を指導し、及び訓練しなけ

ればなりません。

④指定管理者は、業務等の実施に関連して事故（人身事故、施設等の破損事故等をいう。）や災

害等の緊急事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、本市を含む関係機関に

通報しなければなりません。また、この場合、指定管理者は、本市及び関係機関と協力して原

因調査にあたらなければなりません。
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⑤指定管理者は、業務等の実施に関連して生じた従業員の災害について、すべての責任をもつこ

ととし、理由のいかんを問わず、本市は何らの責任を負いません。

⑥指定管理者及びその従業員は、業務等の実施に関して知り得た本市の行政上の事項及び業務

等の実施に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはいけません。また、指定期間

の終了後も同様とします。

⑦指定管理者が行う業務等の全部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませ

ん。ただし、施設の保守点検、清掃等の維持管理及び警備など一部の業務について、事前に市

長の承諾を得た場合はこの限りではありません。この一部の業務を第三者に実施させる場合

は、すべて指定管理者の責任と費用において行うものとし、指定管理者が使用する第三者の責

めにより生じた損害については、すべて指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害

とみなして、指定管理者が負担するものとします。

（５）その他の事項

①本市は、備品（本市の所有するものに限る。）を指定管理者に無償で使用させます。また、指

定管理者は、その所有に係る備品を備え付けようとする場合、あらかじめ本市の承認を受ける

ものとします。

②指定管理者は、業務等の実施に関して、固有の銀行口座及び会計を設け、経理を明確にしなけ

ればなりません。

③指定管理者は、指定期間のうち、２年目以降における詳細な事業計画書を前年度の２月末日ま

でに市長に提出するものとします。

④指定管理者は、指定手続条例第９条の規定に基づき、毎年度終了後 30 日以内に、事業報告書

を作成し、市長に提出しなければなりません。

⑤指定管理者は、市長が必要と認める場合、法人等の経営状況が分かる資料を作成し、市長に提

出するものとします。

⑥指定管理者は、当該施設に係る各種調査や報告に速やかに対応するものとします。

⑦指定管理者は、毎月終了後 15 日以内に業務報告書を市長に提出しなければなりません。

⑧本市は、指定管理者が実施する業務等が募集要項や仕様書等の条件を満たしていない場合、そ

の改善について指示することができ、指定管理者はこの指示に従わなければなりません。

⑨指定管理者は、施設等の利便性向上の観点から使用者の意見等を聴取し、その結果を本市に報

告するとともに、その結果を基にサービスの向上等に努めるものとします。

⑩指定管理者は、監査委員が本市の事務を監査するに当たって、指定管理者に対して帳簿書類そ

の他記録の提出を求めたときには、これに応じなければなりません。

⑪指定管理者は、指定期間中、業務等のために取得し、又は作成した文書について整理し、保存

しておかなければなりません。

８．損害賠償保険への加入

本市が加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険」においては、すべての指定管理者を

当該保険の被保険者としてみなします。
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ただし、指定管理者は、管理運営上の瑕疵又は業務遂行上の過失による事故等に対応するた

め、自らのリスクに対して適切な保険に加入するものとします。

また、指定管理者が本市の加入している保険の対象とならない損害を補償対象とする必要が

あると判断する場合や、当該保険の支払限度額以上の補償を確保する必要があると判断する場

合も、自らの負担で保険に加入するものとします。

なお、指定管理者が行う自主事業を実施する場合は、自らの負担で保険に加入するものとしま

す。

９．業務等の実施に必要な経費

指定管理者は、業務等の実施に必要な経費（以下、「管理運営経費」という。）を本市の指定管理

料、利用料金及び自主事業の収入によって賄うものとします。

なお、指定管理料の金額は、指定管理者が応募に際し、収支計画書に記載した管理運営経費の額

を基本として、毎年度、本市と指定管理者が協議し、年度協定書で定めます。

10．リスク及び責任の分担

番号 種 類 リスク・責任の内容
負 担 者

指定管理者 本 市

１ 資金調達 管理運営に必要な資金確保 〇

２
法令・税制等の変

更
管理運営に影響を及ぼす変更 協 議 事 項

３ 物価・金利変動
収支計画に多大な影響を与えるもの 協 議 事 項

上記以外のもの 〇

４ 施設等の破損
管理上の瑕疵に係る場合 〇

上記以外の場合 協 議 事 項

５ 施設内の物品管理 備品等の管理 〇

６ 施設等の補修、修繕
大規模又は資産価値の向上等に係る場合 〇

上記以外のもの 協 議 事 項

(参考) 本市が現在加入している損害賠償補償保険の限度額及び適用

賠償責任保険 身体賠償 1名につき 1億 5,000 万円

1事故につき 15 億円

財物賠償 1事故につき 2,000 万円

個人情報漏えいによる損害賠償 2億円（下記対応費用を含む）

個人情報漏えいによる対応費用 3,000 万円

補償保険 死亡補償保険金 400 万円

後遺障害補償保険 最大 400 万円

入院補償 1日から適用

通院補償 1日から適用
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※不可抗力：暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、及び

その他本市（委員会）及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。

11．モニタリング

（１）本市によるモニタリングの実施

本市は、総合公園及び運動公園の適正な管理運営を確保するため、指定管理者が提出する

事業報告書及び自己評価に係る書類等の点検・確認や実地調査等により、指定管理者の管理

運営状況のモニタリングを実施しています。モニタリングの結果、指定管理者の管理運営状

況が仕様書や事業計画書等に記載された水準に達していないと認められる場合は、指定管理

者に対して業務の改善を指示します。

（２）指定管理者によるモニタリングの実施

指定管理者は、毎年度アンケート調査等を実施し、施設の使用者のニーズを把握するとと

もに、この結果を分析し、以降の管理運営に反映させるものとします。

また、指定管理者は、管理運営業務が仕様書や事業計画書等に沿って適正に遂行されてい

るかどうかについて自己評価を行い、その結果を本市に提出するものとします。

（３）管理運営状況の評価と公表

本市は、定期的に指定管理者の管理運営状況に対する評価を行い、その結果を公表するも

のとします。

（４）モニタリング指針

その他モニタリングについての詳細な内容は、本市が策定する「日向市指定管理者制度導

７ 苦情への対応
本市の責めに帰する場合 〇

上記以外の場合 〇

８ 事故への対応
事故の原因調査 〇 〇

上記以外 〇

９ 損害賠償責任

施設に瑕疵がある場合 〇

指定管理者に帰責事由があるもの 〇

上記以外の場合 協 議 事 項

１０
管理運営内容の変

更

市の施策による期間中の変更 〇

指定管理者の発案による変更 協 議 事 項

１１ 需要変動
大規模な外的要因による変動 協 議 事 項

それ以外のもの 〇

１２ 災害による施設の復旧 〇

１３ 施設等に係る火災保険の加入 〇

１４ ※不可抗力に伴う管理運営の中断等 協 議 事 項

１５ 指定管理者の警備不備による情報の漏洩、犯罪発生等 〇
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入施設モニタリング指針」に基づくものとします。

12．市内（地元）雇用

指定管理者は、業務等の実施に際して発生する雇用については、可能な限り現行の指定管理者

における被雇用者をはじめとする日向市民の雇用に努めるものとします。

13．環境への配慮

指定管理者は、日向市環境基本条例（平成 15 年日向市条例第１号）に定める基本理念及び責務

に基づき、業務等の実施に当たって、環境への負荷の低減に努めるものとします。

また、指定管理者が管理運営する施設等が「日向市地球温暖化防止対策実行計画」の対象である

ことから、この計画に基づく温室効果ガスの排出削減に向けた取組を行うものとします。

14．指定の取消し等

指定手続条例第 11 条に基づき、指定管理者が本市の指示に従わないとき、その他指定管理者の

責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて業務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができま

す。この場合において、指定管理者に損害が生じても、本市はその賠償について責任を負いませ

ん。また、取消しに伴う本市に生じた損害について、本市は指定管理者に損害賠償を請求すること

があります。

15．その他

（１）指定管理者は、業務等を開始する日までに、本市及び関係機関等から事務引継ぎを受けなけ

ればなりません。また、指定期間の終了に際し、市長が必要と認める場合、本市又は本市が指

定する者に対し、引継ぎを行わなければなりません。この引継ぎに要する経費については、指

定管理者の負担とします。

（２）本市は、災害の発生その他特別の事情がある場合に、施設等を優先的に使用できるものとし

ます。指定管理者は、これに協力しなければなりません。

この期間に係る指定管理料の清算及び補償等については、別途協議を行います。

（３）協定等の締結に係る指定管理者側の印紙代等の費用は、指定管理者の負担とします。

（４）法人等にかかる市民税、新たに設置した事業用資産にかかる固定資産税（償却資産）等の納

税義務者となる可能性がありますので、不明な点は本市税務課にお問い合わせください。

なお、法人税、消費税等の国税については税務署、法人等にかかる県民税等の県税について

は、県税事務所にお問い合わせください。

16．別添書類の一覧

（１）指定申請書の様式（様式第１号）

（２）管理運営に係る収支計画書の様式（様式第２号）

（３）誓約書の様式（様式第３号）
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（４）事業計画書の様式（指定様式第４号）

（５）役員等の名簿の様式（指定様式第５号）

（６）グループ構成団体一覧表の様式（指定様式第６号）

（７）現地説明会の参加申込書（指定様式７号）

（８）質問書（指定様式８号）

（９）仕様書

（10）備品一覧

（11）総合公園及び運動公園の位置図

（12）総合公園及び運動公園の平面図

（13）総合公園屋内運動場及び総合体育館の平面図

（14）令和４年度～令和６年度（３か年分）総合公園及び運動公園の運営状況

（15）令和４年度～令和６年度（３か年分）日向市体育センター及び日向市武道館の運営状況

（16）現指定期間（令和７年４月～令和８年９月）における業務仕様書

（17）参考資料 日向市都市公園条例及び日向市体育館条例の一部を改正する条例（令和７年日

向市条例第 39 号）にて改正後の日向市都市公園条例（全文）

17．問い合わせ先及び申請書類の提出先

日向市経済戦略部スポーツ振興課体育館建設係

■所在地 〒８８３－８５５５ 日向市本町 10番５号（３階８番窓口）

■ＴＥＬ ０９８２－６６－１０３９（直通）

■Ｅメール：spo＠hyugacity.jp


